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熱電利用を想定した場合には、一般家庭においてその全量を利用すると仮定した際の世

帯カバー率（県内全世帯数に対する熱電供給可能な世帯数の割合）、また、自動車燃料

利用を想定した場合には、一般乗用車でその全量を利用すると仮定した際の年間稼動自

動車台数を算出しました。 
 

（参考：世帯カバー率の算定方法） 
 
一般家庭の世帯あたりの平均年間電力使用量 3,600kWh（出典：中部電力パンフレット ガス・

電気併用住宅における 4人家族の標準的家庭の電力使用量 300kWh/月×12 ヶ月＝3,600kWh/年）、
世帯あたりの平均年間灯油使用量 753.3ｌ（出典：経済産業省「家庭用灯油プロパンガス消費実
態調査」、灯油熱量換算値 8,900kcal/リットル）として、利用可能エネルギー量として推計した
電力利用量及び熱源利用量で供給可能な世帯数を算出し、世帯カバー率を導出。 
 
 電力利用カバー率： 

(電力利用可能量÷3,600kWh)／対象地域内世帯数×100 [%] 
 熱利用カバー率 ： 

{熱利用可能量÷(753.3ｌ×8,900kcal/ｌ)}／対象地域内世帯数×100 [%] 
 

（参考：自動車稼働台数の算出方法） 
 
乗用車の平均年間走行距離 9,896km（出典：自動車会議所「陸運統計要覧」）及び省エネ法の

トップランナー方式に基づくエネルギー消費効率目標値の平均燃費 13km/ｌから年間平均ガソ
リン（又は軽油）利用量を算定。 
 BDF は、軽油代替え燃料として利用、エタノールは、品確法におけるガソリンの強制規格で、
アルコール混合許容値（エタノールで３％）が設けられたことから、ガソリン３％混合燃料（Ｅ
３ガソリン）として供給するものと想定。 
 
 BDF 稼動台数：BDF 精製可能量÷（9,896km÷13km/ｌ） 
 E3 ｶﾞｿﾘﾝ稼動台数：（エタノール精製可能量÷0.03）÷（9,896km÷13km/ｌ） 
 
 
（３）バイオマス資源量の集計単位の考え方 
 
 バイオマス資源量の集計単位の広さ、範囲については、廃棄物運搬の経済的な限界が

おおむね 30km圏とされていることから、30km圏域が一つのバイオマス資源の循環圏
域として考えることができます。本県の場合、7地域（県民局単位）の区分が、ほぼこ
の条件に合致することとなり、県民局を１単位としてバイオマス資源量の集計を行うこ

とは、「資源・エネルギーの地域循環」という視点からも妥当であると考えられます。 
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３ バイオマス資源量特性と地域特性 
 
（１）県全体のバイオマス資源量特性 
 
 県全体のバイオマスエネルギー賦存量と利用可能量の算出結果を図表２－１２に整

理して示します。 
 
図表２－１２ 県全体のバイオマスエネルギー賦存量と利用可能量の算出結果 

 

 
 本県全体のバイオマスエネルギー賦存量は約 8,800TJ、利用可能量は約 2,700TJと算
出されました。 
利用可能量全体をコージェネレーションによる熱電併給にて県内一般家庭に供給を

行ったと仮定した場合、県内全世帯のうち電力で約 10%、熱量で約 7%の世帯のエネル
ギー量を賄える量に相当します。 
本県のバイオマス資源は、エネルギー源として非常に高いポテンシャルを有している

ことが、改めて確認されます。 
 

エネルギー賦存量
（GJ/年）

エネルギー利用
可能量
（GJ/年）

電力利用可能量
（kWh/年）

熱利用可能量
（GJ/年）

エタノール精製
可能量

（ｷﾛﾘｯﾄﾙ/年）

BDF精製可能量
（リットル/年）

自動車稼動台数
（台）

林地残材 1,405,539 1,405,539 117,129,223 688,714 31,670 － 1,387,211

廃棄物系木質バイオマス 1,732,964 567,981 45,923,129 270,026 10,894 － 477,179

家畜ふん尿（牛、豚） 741,969 38,959 3,246,616 19,090 － － －

家畜ふん尿（鶏） 1,234,153 99,408 8,284,095 48,710 － － －

農産資源 3,042,184 0 0 0 0 － 0

家庭系・事業系生ごみ 349,444 349,444 28,768,560 169,159 － －

産廃系動植物性残渣 96,863 70,351 5,862,565 34,472 － －

家庭系廃食油（低回収率
ケース）

－ － － － － 415,588 546

事業系廃食油 － － － － － 322,610 424

し尿・下水汚泥 212,108 212,108 17,675,674 103,933 － － －

合計 8,815,224 2,743,791 226,889,861 1,334,104 42,564 738,197 1,865,360

合計（林地残材を除く） 7,409,685 1,338,252 109,760,639 645,390 10,894 738,197 478,149
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＜桑名周辺地域：桑名市、いなべ市、多度町、長島町、木曽岬町、東員町＞ 
 ・廃棄物系の木質バイオマス、産廃系動植物性残渣が少ないことが特徴的です。 
 ・家庭系生ごみは、２市４町で日量約 68tが発生しており、その内、桑名市が約 65%
の排出量を占めています。 

  
＜四日市・鈴鹿周辺地域：四日市市､鈴鹿市､亀山市､菰野町､楠町､朝日町､川越町､関町＞ 

 ・産廃系動植物性残渣が多く、本県全体発生量の約 64%を占めています。桑名市を
含めた産廃系動植物性残渣の広域収集により、日量約 76t（約 23,000t/年）のエネ
ルギー利用が可能となります。 

 ・また、家庭系生ごみの発生量も多く、３市２町（四日市市、鈴鹿市、亀山市、菰野

町、楠町）の広域収集により日量約 120t（約 37,000t/年）の収集が可能となりま
す。 

 ・一方、廃棄物系の木質バイオマスは、建設廃木材を中心としてある程度の利用可能

量が見込めるものの、３市２町（四日市市、鈴鹿市、亀山市、菰野町、楠町）の合

計でも日量約 18t（約 5,500t/年）に留まっています。 
 ・北部浄化センターからの日量 40tの脱水ケーキが発生しており、現状は焼却処理を
中心に処理が進められています。エネルギー利用の観点からは、非常に有望な資源

といえます。 
 ・動植物性残渣の発生量が非常に多く、大規模な施設立地も可能です。また、鈴鹿市・

菰野町へのエネルギー化施設立地が可能であれば、北勢県民局全体が 30km圏の資
源回収可能圏域となり、日量約 200tの生ごみが利用可能資源となり得ます。 
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 ・産廃系動植物性残渣は津市に集中していますが、利用可能量は日量約 7t（約 2,000t/
年）程度となっています。 

 ・家庭系・事業系生ごみの発生量は津市が県内で最も多く、日量約 83t（約 25,000t/
年）が発生しています。一方、白山町、一志町、美杉村及び嬉野町では、4町村で
日量約 62t程度に留まります。 

 ・廃棄物系木質バイオマスは、津市で日量約 15t（約 4,500t/年）、美杉村・嬉野町で
合計日量約 8t（約 2,400t/年）が発生しています。 

 ・県民局の南北に資源が偏在しており、津地方県民局を利用圏域とした大規模エネル

ギー化施設の立地は、資源回収の面から非効率的といえます。資源回収効率及び施

設の大規模化による効率化の観点から、四日市・鈴鹿地区又は松阪地区の拠点施設

へ資源を搬出する形態が有望と考えられます。 
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 ・松阪市は、家庭系・事業系生ごみ(12, 900t/年)、産廃系動植物性残渣(2,500t/年)、
廃棄物系木質バイオマス(13,300t/年)とも多量に発生しています。このため、大規
模な施設立地が十分可能であり、県内バイオマスエネルギー利用の普及促進に向け

たモデル地域として期待されます。 
 ・一方、県民局内西部では、４町 2村（飯南町、飯高町、多気町、大台町、勢和村、
宮川村）の家庭系・事業系生ごみの発生量は日量 4t 程度に留まり、産廃系動植物
性残渣の発生も殆どなく、松阪市に一極集中の状況といえます。 

 ・２町２村（美杉村、飯南町、飯高町、宮川村）では、動植物性残渣の利用可能量が

極めて少ない一方、木質バイオマスは豊富に賦存しています。 
 ・しかし、廃棄物系木質バイオマスは２町２村（美杉村、飯南町、飯高町、宮川村）

の合計で日量約 28t（8,300t/年）程度であり、バイオマスエネルギー利用の普及促
進のためには、林地残材の活用が重要な課題といえます。 

 ・ただし、輸送交通網の観点から、１つの利用圏域として２町２村（美杉村、飯南町、

飯高町、宮川村）の木質バイオマスを一拠点に集約する方式は困難性が高いものと

考えられます。実際に、これらの地域の原木はかなりの量が松阪地域へ出荷されて

いるため、大規模エネルギー化施設での効率的なエネルギー利用を目指す場合には、

松阪地域に集積する方向性が資源回収の効率化の観点からは望ましいといえます。 
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 ・廃棄物系木質バイオマスは、伊勢市で日量約 4t（1,200t/年）程度であり、他市町
村の発生量も極めて少量です。また、産廃系動植物性残渣の利用可能量についても

地域全体として極めて少ない地域特性となっています。 
 ・家庭系・事業系生ごみの利用可能量は、伊勢市、鳥羽市、阿児町で多く、２市１町

の合計で日量約 53t（16,000t/年）、南勢志摩県民局全体で日量約 82t（24,600t/年）
が発生しています。しかし、資源が集積する伊勢市、鳥羽市、阿児町へのエネルギ

ー化施設立地を想定した場合、南島町、大宮町、紀勢町、大内山村（合計日量約

4t）からの収集は、運搬距離の観点から大きなコスト増を招くことが予想されます。 
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・産廃系動植物性残渣は、最も多い上野市で日量約 2t（600t/年）程度と、エネルギ
ー利用可能量が少ないことが特徴的です。 

・家畜ふん尿のエネルギー利用可能量は、産廃系動植物性残渣よりも多く、産廃系動

植物性残渣と家畜ふん尿を集約しエネルギー利用を図ることが、地域特性に応じた

資源循環、エネルギー利用方策として望まれる方策の１つとなります。 
・廃棄物系木質バイオマスも、上野市・名張市に集中していますが、その発生量も日

量約 12t（3,700t/年）程度に留まっています。一方、民間事業者において計画値
35,000t/年の受け入れ施設の立地が計画されており、木質バイオマスの受け入れに
向けた下地は出来上がっています。 

 ・家庭系・事業系生ごみは、県民局内全市町村の合計で日量約 50t（15,240t/年）程
度で、内 85%が名張市、上野市からの排出です。両市は、動植物性残渣発生量の
多い四日市、鈴鹿市、津市及び松阪市とは 30km以上離れており、他の市町村と連
携した広域収集に限界があります。 

 ・総じて利用可能な資源量が少ない地域特性で、拠点となる大規模な施設立地には向

かないと考えられます。バイオマスエネルギー利用は、小規模の取組を中心として

着実に普及促進が図られることが期待されます。 
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物系バイオマス資源に着目すると、紀北県民局ではエネルギー利用可能量の 85%
が廃棄物系木質バイオマスで占められています。 

 ・尾鷲市において民間事業者が計画値 4,800t/年（将来的には 50,000t/年）の受け入
れ施設立地を検討しており、木質バイオマスの受け入れに向けた下地は出来上がっ

ています。 
 ・地域全体に広く林地残材が賦存しており、末木枝条の発生量のみに着目しても日量

約 61t（18,000t/年）に達し、廃棄物系木質バイオマスの約３倍の利用可能量に相
当します。バイオマスエネルギー利用の普及促進を図るためには、林地残材の活用

が重要な地域課題といえます。 
 












